
公共施設等総合管理計画の策定について 

平成２６年５月２３日（金） 
総務省自治財政局財務調査課 



公共施設等総合管理計画の策定が必要となっている背景 
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○ 過去に建設された公共施設等がこれから大量に更新時期を迎える一方で、地方公共団体の

財政は依然として厳しい状況にある。 
○ 人口減少等により今後の公共施設等の利用需要が変化していく。 
○ 市町村合併後の施設全体の最適化を図る必要性がある。 

背景 

【地方財政状況調査】 【公共施設状況調査】 

市区町村保有の主な公共施設の
延べ床面積の推移（ｋ㎡） 

普通建設事業費 

扶助費 

公債費 

普通建設事業費等の推移（兆円） 

扶助費が増
加する一方、
普通建設事
業費は減少 

１９７０年代に
公共施設がもっ
とも増加 

（平成） 

公共施設等の全体を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うこ

とにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現することが必要。 
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公共施設等総合管理計画策定指針の概要 
 地方公共団体が、厳しい財政状況や人口減少等の状況を踏まえ、公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点をもっ
て、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うため、平成２６年４月２２日に、全地方公共団体に対し、公共施設等総合管理
計画の策定を要請するとともに、以下の事項を内容とする策定指針を発出。 

１ 所有施設等の現状 
 全ての公共施設等を対象に、以下の項目などについて、現状や課題を客観的に把握・分析。 

２ 施設全体の管理に関する基本的な方針 

 計画期間 
     １０年以上とすることが望ましい。 
 

 全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策 
     全ての公共施設等の情報を管理・集約する部署を定めるなどして取り組むことが望ましい。 
 

 現状分析を踏まえた基本方針 
     現状分析を踏まえ、今後の公共施設等の管理に関する基本方針を記載。 
 

 バージョンアップ 
       計画の進捗状況等についての評価の実施について記載。評価結果等の議会への報告や公表方法についても記載する

ことが望ましい。なお、今後は、管理を行うに際し基礎となる情報として、固定資産台帳等を利用していくことが望ましい。 

 老朽化の状況や利用状況をはじめとした公共施設等の状況 
 

 総人口や年代別人口についての今後の見通し 
 

 公共施設等の維持管理・更新等に係る中長期的な経費やこれらの経費に充当可能な財源の見込み 

３ 地方財政措置 

 計画策定に要する経費について、平成２６年度からの３年間にわたり特別交付税措置（措置率 １／２） 
 

 計画に基づく公共施設等の除却について、地方債の特例措置を創設（地方財政法改正） 
 

特例期間 平成２６年度以降当分の間、地方債の充当率 ７５％（資金手当） 
地方債計画計上額 ３００億円（一般単独事業（一般）の内数） 2



公共施設等総合管理計画に基づく老朽化対策の推進イメージ 

公共施設等の管理 

まちづくり 国土強靱化 

○ PPP/PFIの活用 
 

○ 将来のまちづくりを見据えた検討 
 

○ 議会・住民との情報及び現状認識の共有 

○ 長期的視点に立った老朽化対策の推進 
 

○ 適切な維持管理・修繕の実施 
 

○ トータルコストの縮減・平準化 
 

○ 計画の不断の見直し・充実 

○ 計画的な点検・診断 
 

○ 修繕・更新の履歴の集積・蓄積 
 

○ 公共施設等の安全性の確保 
 

○ 耐震化の推進 
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インフラ長寿命化計画の体系 

インフラ長寿命化基本計画 
（基本計画）【国】 

公共施設等総合管理計画 

（行動計画）  （行動計画）  【地方】 【国】 

（個別施設計画）  （個別施設計画）  

道路 河川 学校 道路 河川 学校 

各省庁が策定 
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大
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新
藤
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公
共

施
設

等
の

総
合

的
か

つ
計

画
的

な
管

理
の

推
進

に
つ

い
て

 

 

我
が

国
に

お
い

て
は

、
公

共
施

設
等

の
老

朽
化

対
策

が
大

き
な

課
題

と
な

っ

て
お

り
ま

す
。
地

方
公

共
団

体
に

お
い

て
は

、
厳

し
い

財
政

状
況

が
続

く
中

で
、

今
後

、
人

口
減

少
等

に
よ

り
公

共
施

設
等

の
利

用
需

要
が

変
化

し
て

い
く

こ
と

が
予

想
さ

れ
る

こ
と

を
踏

ま
え

、
早

急
に

公
共

施
設

等
の

全
体

の
状

況
を

把
握

し
、

長
期

的
な

視
点

を
も

っ
て

、
更

新
・

統
廃

合
・

長
寿

命
化

な
ど

を
計

画
的

に
行

う
こ

と
に

よ
り

、
財

政
負

担
を

軽
減

・
平

準
化

す
る

と
と

も
に

、
公

共
施

設
等

の
最

適
な

配
置

を
実

現
す

る
こ

と
が

必
要

と
な

っ
て

い
ま

す
。

ま
た

、
こ

の
よ

う
に

公
共

施
設

等
を

総
合

的
か

つ
計

画
的

に
管

理
す

る
こ

と
は

、
地

域
社

会
の

実
情

に
あ

っ
た

将
来

の
ま

ち
づ

く
り

を
進

め
る

上
で

不
可

欠
で

あ
る

と
と

も
に

、
昨
今

推
進

さ
れ

て
い

る
国

土
強

靱
化
（

ナ
シ

ョ
ナ

ル
・
レ

ジ
リ

エ
ン

ス
）

に
も

資
す

る
も

の
で

す
。

 

国
に

お
い

て
は

、「
経

済
財

政
運

営
と

改
革

の
基

本
方

針
～

脱
デ

フ
レ
・
経

済

再
生

～
」（

平
成

25
年

6
月

1
4
日

閣
議

決
定

）
に

お
け

る
「

イ
ン

フ
ラ

の
老

朽

化
が

急
速

に
進

展
す

る
中

、「
新

し
く

造
る

こ
と

」
か

ら
「

賢
く

使
う

こ
と

」
へ

の
重

点
化

が
課

題
で

あ
る

。
」
と
の

認
識

の
も

と
、
平

成
2
5
年

11
月

に
は

、「
イ

ン
フ

ラ
長

寿
命

化
基

本
計

画
」

が
策

定
さ

れ
た

と
こ

ろ
で

す
。

 

各
地

方
公

共
団

体
に

お
い

て
は

、
こ

う
し

た
国

の
動

き
と

歩
調

を
あ

わ
せ

、

速
や

か
に

公
共

施
設

等
の

総
合

的
か

つ
計

画
的

な
管

理
を

推
進

す
る

た
め

の
計

画
（

公
共

施
設

等
総

合
管

理
計

画
）

の
策

定
に

取
り

組
ま

れ
る

よ
う

特
段

の
ご

配
慮

を
お

願
い

し
ま

す
。

 

ま
た

、
各

都
道

府
県

に
お

い
て

は
、

貴
都

道
府

県
内

市
区

町
村

（
指

定
都

市

を
除

く
。）

に
対

し
て

も
本

通
知

に
つ

い
て

速
や

か
に

ご
連

絡
い

た
だ

き
、
そ

の

趣
旨

が
徹

底
さ

れ
ま

す
よ

う
お

願
い

し
ま

す
。
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設
マ
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局
長
 

 
 
 
 
 

 

総
務
省
自
治
財
政
局
財
務
調
査
課
長
 
 
 

  

公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
の
指
針
の
策
定
に
つ
い
て
 

  

標
記
に
つ
い
て
は
、
「
公
共
施
設
等
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
管
理
の
推
進
に
つ
い
て
」
（

平
成

2
6
年

４

月
22

日
付
総
財
務
第

7
4
号
総
務
大
臣
通
知
）
に
よ
り
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
（
以
下
「
総
合
管
理

計
画
」
と
い
う
。
）
の
策
定
を
要
請
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
今
般
、
総
務
省
に
お
い
て
別
添
の
と
お
り

「
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
の
指
針
」
を
策
定
し
ま
し
た
。
 

各
地
方
公
共
団
体
に
お
か
れ
て
は
、
本
指
針
を
参
考
と
す
る
ほ
か
、「

イ
ン
フ
ラ
長
寿
命
化
基
本
計
画
」

（
平
成

2
5
年

1
1
月

2
9
日
イ
ン
フ
ラ
老
朽
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
関
係
省
庁
連
絡
会
議
決
定
）
を
参
考

と
し
て
総
合
管
理
計
画
を
策
定
し
、
公
共
施
設
等
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
管
理
を
推
進
さ
れ
る
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。
 

ま
た
、
各
都
道
府
県
及
び
各
指
定
都
市
に
お
か
れ
て
は
、
本
通
知
の
趣
旨
を
十
分
御
理
解
い
た
だ
く
と

と
も
に
、
各
都
道
府
県
に
お
か
れ
て
は
、
貴
都
道
府
県
内
市
区
町
村
（
指
定
都
市
を
除
く
。
）
に
対
し
て
も

本
通
知
に
つ
い
て
速
や
か
に
ご
連
絡
い
た
だ
き
、
そ
の
趣
旨
が
周
知
徹
底
さ
れ
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
 

な
お
、
こ
の
通
知
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

6
7
号
）
第

2
4
5
条
の
４
第
１
項
（
技
術
的

な
助
言
）
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
申
し
添
え
ま
す
。
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 1 

（
別
添
）
 

公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
の
指
針
 

 

平
成

26
年

4
月

22
日
 

総
 
 
 
務
 
 
 
省
  

我
が
国
に
お
い
て
公
共
施
設
等
の
老
朽
化
対
策
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
地
方
公
共
団

体
に
お
い
て
は
、
厳
し
い
財
政
状
況
が
続
く
中
で
、
今
後
、
人
口
減
少
等
に
よ
り
公
共
施
設
等
の
利
用
需

要
が
変
化
し
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
早
急
に
公
共
施
設
等
の
全
体
の
状
況
を
把
握

し
、
長
期
的
な
視
点
を
も
っ
て
、
更
新
・
統
廃
合
・
長
寿
命
化
な
ど
を
計
画
的
に
行
う
こ
と
に
よ
り
、
財

政
負
担
を
軽
減
・
平
準
化
す
る
と
と
も
に
、
公
共
施
設
等
の
最
適
な
配
置
を
実
現
す
る
こ
と
が
必
要
と
な

っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
公
共
施
設
等
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
管
理
す
る
こ
と
は
、
地
域
社

会
の
実
情
に
あ
っ
た
将
来
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
上
で
不
可
欠
で
あ
る
と
と
も
に
、
昨
今
推
進
さ
れ
て

い
る
国
土
強
靱
化
（
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
）
に
も
資
す
る
も
の
で
す
。
 

国
に
お
い
て
は
、
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
～
脱
デ
フ
レ
・
経
済
再
生
～
」
（

平
成

2
5
年

6

月
1
4
日

閣
議

決
定

）
に

お
い

て
、
「

イ
ン

フ
ラ

の
老

朽
化

が
急

速
に

進
展

す
る

中
、
『

新
し

く
造

る
こ

と
』

か
ら
『
賢
く
使
う
こ
と
』
へ
の
重
点
化
が
課
題
で
あ
る
」
と
さ
れ
、「

日
本
再
興
戦
略
-
J
A
P
A
N
 
i
s
 
B
A
C
K
-
」

（
平
成

2
5
年

6
月

1
4
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
も
、
「
国
、
自
治
体
レ
ベ
ル
の
全
分
野
に
わ
た
る
イ
ン
フ

ラ
長
寿
命
化
計
画
（
行
動
計
画
）
を
策
定
す

る
」
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。
 

平
成

2
5
年

11
月
に
は
、
こ
の
「
日
本
再
興
戦
略
-
J
A
P
A
N
 
i
s
 
B
A
C
K
-
」
に
基
づ
き
、「

イ
ン
フ
ラ
長
寿

命
化
基
本
計
画
」
が
策
定
さ
れ
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
も
イ
ン
フ
ラ
長
寿
命
化
計
画
（
行
動
計
画
）
・

個
別
施
設
ご
と
の
長
寿
命
化
計
画
（
個
別
施
設
計
画
）
を
策
定
す
る
こ
と
及
び
こ
れ
ら
の
計
画
に
基
づ
き

点
検
等
を
実
施
し
た
上
で
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

各
地
方
公
共
団
体
に
お
か
れ
て
は
、
こ
れ
ら
の
状
況
を
踏
ま
え
、
速
や
か
に
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計

画
（
以
下
「
総
合
管
理
計
画
」
と
い
う
。）

の
策
定
に
取
り
組
ま
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
総
合

管
理
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
「
イ
ン
フ
ラ
長
寿
命
化
基
本
計
画
」
も
参
考
に
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。
 
 

  

第
一
 
総
合
管
理
計
画
に
記
載
す
べ
き
事
項
 

 
 
 
以
下
の
項
目
に
つ
い
て
所
要
の
検
討
を
行
い
、
そ
の
検
討
結
果
を
総
合
管
理
計
画
に
記
載
す
る
こ

と
が
適
当
で
あ
る
。
 

 
一
 
公
共
施
設
等
の
現
況
及
び
将
来
の
見
通
し
 

以
下
の
項
目
を
は
じ
め
、
公
共
施
設
等

i及
び
当
該
団
体
を
取
り
巻
く
現
状
や
将
来
に
わ
た
る
見
通

し
・
課
題
を
客
観
的
に
把
握
・
分
析
す
る
こ
と
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
把
握
・
分
析
は
、
公
共
施
設
等

全
体
を
対
象
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
期
間
は
、
で
き
る
か
ぎ
り
長
期
間
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い

こ
と
。
 

（
１
）
老
朽
化
の
状
況
や
利
用
状
況
を
は
じ
め
と
し
た
公
共
施
設
等
の
状
況
 

（
２

）
総

人
口

や
年

代
別

人
口

に
つ

い
て

の
今

後
の

見
通

し
（

3
0
年

程
度

が
望

ま
し

い
）
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 2 

（
３
）
公
共
施
設
等
の
維
持
管
理

i
i・

修
繕

i
i
i・

更
新

i
v等

に
係
る
中
長
期
的
な
経
費
の
見
込
み
や
こ
れ

ら
の
経
費
に
充
当
可
能
な
財
源
の
見
込
み
等
 

二
 
公
共
施
設
等
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
管
理
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
 

 
 
上
記
「
一
 
公
共
施
設
等
の
現
況
及
び
将
来
の
見
通
し
」
を
踏
ま
え
、
以
下
の
項
目
な
ど
公
共
施

設
等
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
管
理
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
を
定
め
る
こ
と
。
 

（
１
）
計
画
期
間
 

計
画
期
間
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
総
合
管
理
計
画
は
、
当
該
団
体
の
将
来
の
人

口
や
財
政
の
見
通
し
等
を
も
と
に
長
期
的
な
視
点
に
基
づ
き
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
方

で
、
個
別
施
設
毎
の
長
寿
命
化
計
画
（
個
別
施
設
計
画
）

vに
係
る
基
本
的
な
方
針
に
関
す
る
も

の
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、「

一
 

公
共
施
設
等
の
現
況
及
び
将
来
の
見
通
し
」
の
期
間
に
関
わ
ら

ず
設
定
す
る
（
た
だ
し
、
少
な
く
と
も

1
0
年
以
上
の
計
画
期
間
と
す
る
）
こ
と
も
可
能
で
あ
る

こ
と
。
 

 
 
（
２
）
全
庁
的
な
取
組
体
制
の
構
築
及
び
情
報
管
理
・
共
有
方
策

 
公
共
施
設
等
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
現
状
、
施
設
類
型
（
道
路
、
学
校
等
）
ご
と
に
各
部
局
に

お
い
て
管
理
さ
れ
、
必
ず
し
も
公
共
施
設
等
の
管
理
に
関
す
る
情
報
が
全
庁
的
に
共
有
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
に
鑑
み
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
管
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
全
庁
的
な
取

組
体
制
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
情
報
の
洗
い
出
し
の
段
階
か
ら
、
全
庁
的
な
体
制

を
構
築
し
、
公
共
施
設
等
の
情
報
を
管
理
・
集
約
す
る
部
署
を
定
め
る
な
ど
し
て
取
り
組
む
こ

と
が
望
ま
し
い
こ
と
。
 

 
 
（
３
）

現
状
や
課
題
に
関
す
る
基
本
認
識

 
当
該
団
体
と
し
て
の
現
状
や
課
題
に
対
す
る
認
識
（
充
当
可
能
な
財
源
の
見
込
み
等
を
踏
ま
え
、

公
共
施
設
等
の
維
持
管
理
・
更
新
等
が
ど
の
程
度
可
能
な
状
況
に
あ
る
か
、
総
人
口
や
年
代
別

人
口
に
つ
い
て
の
今
後
の
見
通
し
を
踏
ま
え
た
利
用
需
要
を
考
え
た
場
合
、
公
共
施
設
等
の
数

量
等
が
適
正
規
模
に
あ
る
か
な
ど
）
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

（
４
）

公
共
施
設
等
の
管
理
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
 

今
後
当
該
団
体
と
し
て
、
更
新

・
統
廃
合
・
長
寿
命
化
な
ど
、
ど
の
よ
う
に
公
共
施
設
等
を

管
理
し
て
い
く
か
に
つ
い
て
、
現

状
や
課
題
に
対
す
る
認
識
を
踏
ま
え
た
基
本
的
な
考
え
方
を

記
載
す
る
こ
と
。
ま
た
、
将
来
的

な
ま
ち
づ
く
り
の
視
点
か
ら
検
討
を
行
う
と
と
も
に
、

P
PP

v
i/
P
FI

v
i
iの

活
用
な
ど
の
考
え
方
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。
 

具
体
的
に
は
、
計
画
期
間
に
お
け
る
公
共
施
設
等
の
数
や
延
べ
床
面
積
等
の
公
共
施
設
等
の
数

量
に
関
す
る
目
標
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
考
え
方
を
記
載
す
る
こ
と
。
 

①
 
点
検
・
診
断
等
の
実
施
方

針
 

 
 
 

 
 
今
後
の
公
共
施
設
等
の
点
検
・
診
断
等
の
実
施
方
針
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、

点
検
・
診
断
等
の
履
歴
を
集
積
・
蓄
積
し
、
総
合
管
理
計
画
の
見
直
し
に
反
映
し
充
実
を

図
る
と
と
も
に
、
維
持
管
理
・
修
繕
・
更
新
を
含
む
老
朽
化
対
策
等
に
活
か
し
て
い
く
べ

き
で
あ
る
こ
と
。
 

②
 
維
持
管
理
・
修
繕
・
更
新

等
の
実
施
方
針
 

 
 
 
 
 

 
 
維
持
管
理
・
修
繕
・
更
新
等
の
実
施
方
針
（
予
防
保
全
型
維
持
管
理

v
i
i
iの

考
え
方
を
取

り
入
れ
る
、
ト
ー
タ
ル
コ
ス

ト
i
xの

縮
減
・
平
準
化
を
目
指
す
、
必
要
な
施
設
の
み
更
新
す
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る
な
ど
）
な
ど
を
記
載
す
る
こ
と
。
更
新
等
の
方
針
に
つ
い
て
は
、
⑥
統
合
や
廃
止
の
推

進
方
針
と
の
整
合
性
や
公
共
施
設
等
の
供
用
を
廃
止
す
る
場
合
の
考
え
方
に
つ
い
て
留
意

す
る
こ
と
。
 

 
 
 
 
 

 
 
な
お
、
維
持
管
理
・
修
繕
・
更
新
等
の
履
歴
を
集
積
・
蓄
積
し
、
総
合
管
理
計
画
の
見

直
し
に
反
映
し
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
老
朽
化
対
策
等
に
活
か
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る

こ
と
。
 

③
安
全
確
保
の
実
施
方
針
 

 
 
 
 
 
点
検
・
診
断
等
に
よ
り
高

度
の
危
険
性
が
認
め
ら
れ
た
公
共
施
設
等
や
老
朽
化
等
に
よ
り

供
用
廃
止
さ
れ
か
つ
今
後
と
も
利
用
見
込
み
の
な
い
公
共
施
設
等
へ
の
対
処
方
針
等
、
危

険
性
の
高
い
公
共
施
設
等
に
係
る
安
全
確
保
の
実
施
方
針
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
④
耐
震
化
の
実
施
方
針
 

 
 
 
 
 
公
共
施
設
等
の
平
常
時
の
安
全
だ
け
で
な
く
、
災
害
時
の
拠
点
施
設
と
し
て
の
機
能
確
保

の
観
点
も
含
め
、
必
要
な
公
共
施
設
等
に
係
る
耐
震
化
の
実
施
方
針
に
つ
い
て
記
載
す
る

こ
と
。
 

⑤
長
寿
命
化
の
実
施
方
針
 

修
繕
又
は
予
防
的
修
繕
等

に
よ
る
公
共
施
設
等
の
長
寿
命
化
の
実
施
方
針
に
つ
い
て
記

載
す
る
こ
と
。
 

⑥
統
合
や
廃
止
の
推
進
方
針
 

 
 
 
 
 
公
共
施
設
等
の
利
用
状
況
及
び
耐
用
年
数
等
を
踏
ま
え
、
公
共
施
設
等
の
供
用
を
廃
止
す

る
場
合
の
考
え
方
や
、
現
在
の
規
模
や
機
能
を
維
持
し
た
ま
ま
更
新
す
る
こ
と
は
不
要
と

判
断
さ
れ
る
場
合
等
に
お
け
る
他
の
公
共
施
設
等
と
の
統
合
の
推
進
方
針
に
つ
い
て
記
載

す
る
こ
と
。
 

な
お
、
検
討
に
あ
た
っ
て

は
、
他
目
的
の
公
共
施
設
等
や
民
間
施
設
の
利
用
・
合
築
等
に

つ
い
て
も
検
討
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。
 

⑦
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
管
理

を
実
現
す
る
た
め
の
体
制
の
構
築
方
針
 

 
 
 

 
 
全
職
員
を
対
象
と
し
た
研
修
や
担
当
職
員
の
技
術
研
修
等
の
実
施
方
針
を
記
載
す
る
ほ

か
、
適
正
管
理
に
必
要
な
体

制
に
つ
い
て
、
民
間
も
含
め
た
体
制
整
備
の
考
え
方
も
記
載

す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と

。
 

（
５
）
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
実
施
方
針

 

 
 
 

総
合
管
理
計
画
の
進
捗
状
況
等
に
つ
い
て
評
価
を
実
施
し
、
必
要
に
応
じ
計
画
を
改
訂
す
る
旨

を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
評
価
結
果
等
の
議
会
へ
の
報
告
や
公
表
方
法
に
つ
い
て
も
記
載
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。
 

三
 
施
設
類
型
ご
と
の
管
理
に
関
す
る
基

本
的
な
方
針
 

上
記
「
二
 
公
共
施
設
等
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
管
理
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
」
中
（
３
）

及
び
（
４
）
の
各
項
目
の
う
ち
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
施
設
類
型
（
道
路
、
学
校
等
）
の
特
性
を

踏
ま
え
て
定
め
る
こ
と
。
な
お
、
個
別
施
設
計
画
と
の
整
合
性
に
留
意
す
る
こ
と
。
 

 第
二
 
総
合
管
理
計
画
策
定
に
あ
た
っ
て
の

留
意
事
項
 

総
合
管
理
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
所
要
の
検
討
を
行
う
こ
と
が
適
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当
で
あ

る
。
 

一
 
行
政

サ
ー
ビ
ス
水
準
等
の
検
討
 

公
共

施
設
等
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
管
理
の
推
進
の
前
提
と
し
て
、
当
該
団
体
と
し
て
あ
る
べ

き
行
政

サ
ー
ビ
ス
水
準
を
検
討
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。
そ
の
上
で
、
個
別
の
公
共
施
設
等
に

お
い
て

提
供
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
際
し
て
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
が

公
共
施

設
等
を
維
持
し
な
け
れ
ば
提
供
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
か
（
民
間
代
替
可
能
性
）
な
ど
、
公

共
施
設

等
と
サ
ー
ビ
ス
の
関
係
に
つ
い
て
十
分
に
留
意
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。
 

 
二
 
公
共

施
設
等
の
実
態
把
握
及
び
総
合
管
理
計
画
の
策
定
・
見
直
し
 

総
合

管
理
計
画
は
、
必
ず
し
も
全
て
の
公
共
施
設
等
の
点
検
を
実
施
し
た
上
で
策
定
す
る
こ
と
を

前
提
と

し
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
現
段
階
に
お
い
て
把
握
可
能
な
公
共
施
設
等
の
状
態
（
建
設

年
度
、

利
用
状
況
、
耐
震
化
の
状
況
、
点
検
・
診
断
の
結
果
等
）
や
現
状
に
お
け
る
取
組
状
況
（
点

検
・
診

断
、
維
持
管
理
・
修
繕
・
更
新
等
の
履
歴
等
）
を
整
理
し
策
定
さ
れ
た
い
こ
と
。
 

ま
た

、
総
合
管
理
計
画
の
策
定
後
も
、
当
該
計
画
及
び
個
別
施
設
計
画
に
基
づ
く
点
検
・
診
断
等

の
実
施

を
通
じ
て
不
断
の
見
直
し
を
実
施
し
順
次
充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
適
当
で
あ
る
こ
と
。
 

三
 
議
会

や
住
民
と
の
情
報
共
有
等
 

当
該

団
体
に
お
け
る
公
共
施
設
等
の
最
適
な
配
置
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ち
づ
く
り
の

あ
り
方

に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
個
別
施
設
の
老
朽
化
対
策
等
を
行
う
事
業
実
施
段
階
に

お
い
て

の
み
な
ら
ず
、
総
合
管
理
計
画
の
策
定
段
階
に
お
い
て
も
、
議
会
や
住
民
へ
の
十
分
な
情
報

提
供
等

を
行
い
つ
つ
策
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 
四
 
数
値

目
標
の
設
定
 

総
合

管
理
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
総
合
管
理
計
画
が
ま
ち
づ
く
り
や
住
民
に
提
供
す
る
行

政
サ
ー

ビ
ス
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
計
画
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、
計

画
期
間

に
お
け
る
公
共
施
設
等
の
数
・
延
べ
床
面
積
等
に
関
す
る
目
標
や
ト
ー
タ
ル
コ
ス
ト
の
縮

減
・
平

準
化
に
関
す
る
目
標
な
ど
に
つ
い
て
、
で
き
る
か
ぎ
り
数
値
目
標
を
設
定
す
る
な
ど
、
目
標

の
定
量

化
に
努
め
る
こ
と
。
な
お
、
数
値
目
標
は
特
定
の
分
野
の
み
を
対
象
と
す
る
こ
と
な
く
、
公

共
施
設

等
の
全
体
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。
 

 
五
 
P
P
P
/
P
F
I
の
活
用
に
つ
い
て
 

公
共

施
設
等
の
更
新
な
ど
に
際
し
て
は
、
民
間
の
技
術
・
ノ
ウ
ハ
ウ
、
資
金
等
を
活
用
す
る
こ
と

が
有
効

な
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
総
合
管
理
計
画
の
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
P
P
P
/
P
F
I
の
積
極
的
な

活
用
を

検
討
さ
れ
た
い
こ
と
。
ま
た
、
公
共
施
設
等
の
情
報
を
広
く
公
開
す
る
こ
と
が
民
間
活
力
の

活
用
に

も
つ
な
が
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
公
共
施
設
等
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、

積
極
的

な
公
開
に
努
め
る
こ
と
。
 

 
六
 
市
区

町
村
域
を
超
え
た
広
域
的
な
検
討
等
に
つ
い
て
 

総
合

管
理
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
市
区
町
村
間
の
広
域
連
携
を
一
層
進
め
て
い
く
観
点
か

ら
、
例

え
ば
定
住
自
立
圏
形
成
協
定
の
圏
域
な
ど
に
お
い
て
は
、
自
団
体
の
み
な
ら
ず
、
隣
接
す
る

市
区
町

村
を
含
む
広
域
的
視
野
を
も
っ
て
計
画
を
検
討
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。
 

ま
た

、
都
道
府
県
に
あ
っ
て
は
、
圏
域
の
市
区
町
村
の
公
共
施
設
等
も
念
頭
に
広
域
的
視
野
を
も

っ
て
総

合
管
理
計
画
を
検
討
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。
 

七
 
合
併

団
体
等
の
取
組
に
つ
い
て
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合
併
団
体
に
お
い
て
は
、
公
共
施
設
等
の
統
廃
合
の
難
航
等
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、

過
疎
地
域
等
に
お
い
て
は
、
都
市
部
と
比
べ
人
口
減
少
や
高
齢
化
が
急
激
に
進
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
、

公
共

施
設

等
を

建
設

し
た

当
時

と
比

較
し

て
環

境
が

大
き

く
変

化
し

て
い

る
場

合
も

多
い

こ
と

か
ら

、

特
に
早
急
に
総
合
管
理
計
画
の
策
定
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。
 

 

第
三
 
そ
の
他
 

公
共

施
設

等
の

総
合

的
か

つ
計

画
的

な
管

理
に

よ
り

老
朽

化
対

策
等

を
推

進
す

る
に

あ
た

っ
て

は
、

第
二
の
留
意
事
項
の
ほ
か
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
も
留
意
さ
れ
た
い
こ
と
。
 

 
一
 
「
イ
ン
フ
ラ
長
寿
命
化
基
本
計
画
」
（
平
成

2
5
年

1
1
月

2
9
日
イ
ン
フ
ラ
老
朽
化
対
策
の
推
進
に

関
す
る
関
係
省
庁
連
絡
会
議
決
定
）
に

つ
い
て
 

平
成

2
5
年

11
月

2
9
日
に
決
定
さ
れ
た
「
イ
ン
フ
ラ
長
寿
命
化
基
本
計
画
」
に
お
い
て
は
、
地
方

公
共
団
体
に
お
い
て
イ
ン
フ
ラ
長
寿
命

化
計
画
（
行
動
計
画
）

xを
策
定
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い

る
が
、
総
合
管
理
計
画
は
、
こ
れ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

な
お
、
「
イ
ン
フ
ラ
長
寿
命
化
基
本
計
画
」
に
お
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
を
は
じ
め
と
す
る
各
イ

ン
フ
ラ
の
管
理
者
へ
の
支
援
と
し
て
、
国
が
有
す
る
技
術
的
知
見
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
提
供
す
る
こ
と
が

定
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
個
別
施
設
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
各
イ
ン
フ
ラ
の
所
管
省
庁
よ

り
技
術
的
助
言
等
が
実
施
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
参
考
に
さ
れ
た
い
こ
と
。
 

 
二
 
公
営
企
業
分
野
に
係
る
施
設
に
つ
い
て
 

公
営
企
業
に
係
る
施
設
も
総
合
管
理
計
画
の
対
象
と
な
る
こ
と
。
 

な
お
、
総
務
省
で
は
、
社
会
資
本
の
老
朽
化
が
進
む
中
で
公
営
企
業
に
係
る
施
設
・
財
務
等
の
経

営
基
盤
の
強
化
を
図
る
た
め
に
「
公
営
企
業
の
経
営
戦
略
の
策
定
等
に
関
す
る
研
究
会
」
を
設
置
し

検
討
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
同
研
究
会
に
お
け
る
報
告
書
及
び
そ
れ
を
踏
ま
え
て
予
定
さ

れ
て
い
る
「
公
営
企
業
の
経
営
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
」
（
平
成

2
1
年

7
月

8
日
付
け

総
財
公
第

1
0
3
号
、
総
財
企
第

7
5
号
、
総
財
経
第

9
6
号
総
務
省
自
治
財
政
局
公
営
企
業
課
長
、
総

務
省
自
治
財
政
局
公
営
企
業
経
営
企
画
室
長
、
総
務
省
自
治
財
政
局
地
域
企
業
経
営
企
画
室
長
通
知
）

の
改
定
に
も
留
意
す
る
こ
と
。
 

 
三
 
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
取
組
状
況
調
査
の
実
施
等
に
つ
い
て
 

各
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
総
合
管
理
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
今
後
、
昨
年
度
実
施
し
た

公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
取
組
状
況
調
査
の
結
果
や
先
進
団
体
の
事
例
等
を
総
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
o
u
m
u
.
g
o
.
j
p
/
i
k
e
n
/
k
o
u
s
h
i
n
h
i
y
o
u
.
h
t
m
l
）
に
掲
載
す
る
こ
と
と
し
て
い

る

の
で
参
考
に
さ
れ
た
い
こ
と
。
な
お
、
今
年
度
以
降
も
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
取
組
状
況
調
査

の
実
施
を
予
定
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
結
果
等
に
つ
い
て
も
参
考
に
さ
れ
た
い
こ
と
。
ま
た
、
総
合

管
理
計
画
策
定
に
係
る
基
本
的
な

Q
＆
A
も
併
せ
て
掲
載
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
参
考
に
さ
れ
た
い

こ
と
。
 

 
四
 
更
新
費
用
試
算
ソ
フ
ト
の
活
用
に
つ
い
て
 

 
 
総
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
o
u
m
u
.
g
o
.
j
p
/
i
k
e
n
/
k
o
u
s
h
i
n
h
i
y
o
u
.
h
t
m
l
）
に
お

い

て
、
簡
易
に
更
新
費
用
の
推
計
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
更
新
費
用
試
算
ソ
フ
ト
を
公
開
し
て
い
る
。

こ
の
ソ
フ
ト
は
、
調
査
表
に
デ
ー
タ
を
入
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
更
新
費
用
を
推
計
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
総
合
管
理
計
画
の
策
定
に
あ
た
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っ
て
の
検
討
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
り

、
必
要
に
応
じ
活
用
さ
れ
た
い
こ
と
。
 

五
 
総
合
管
理
計
画
の
策
定
に
係
る
財
政

措
置
等
に
つ
い
て
 

総
合
管
理
計
画
の
策
定
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
平
成

2
6
年
度
か
ら
の
３
年
間
に
わ
た
り
、
特

別
交
付
税
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
。
あ
わ
せ
て
、
去
る
平
成

2
6
年
３
月

2
0
日
の
地

方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
成
立
に
伴
い
、
平
成

2
6
年
度
か
ら
、
総
合
管
理
計
画
に

基
づ
く
公
共
施
設
等
（
公
営
企
業
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
の
除
却
に
地
方
債
の
充
当
を
認
め
る
特
例

措
置
が
講
じ
ら
れ
た
こ
と
。
な
お
、
公

営
企
業
に
係
る
施
設
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
水
道
事
業

等
に
限
定
さ
れ
て
い
た
施
設
処
分
に
公

営
企
業
債
の
充
当
を
認
め
る
取
扱
い
を
全
て
の
事
業
区
分
に

広
げ
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
。
 

 
六
 
地
方
公
会
計
（
固
定
資
産
台
帳
）
と

の
関
係
 

総
務
省
に
お
い
て
は
、
複
式
簿
記
の

導
入
や
固
定
資
産
台
帳
の
整
備
を
前
提
と
し
た
新
た
な
財
務

書
類
の
作
成
基
準
の
設
定
に
向
け
、
「

今
後
の
新
地
方
公
会
計
の
推
進
に
関
す
る
研
究
会
」
の
下
に
２

つ
の
作
業
部
会
を
設
け
、
具
体
的
な
検

討
を
進
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
近
く
最
終
的
な
と
り
ま

と
め
が
な
さ
れ
る
見
込
み
で
あ
る
。
そ

の
後
、
新
た
な
基
準
の
周
知
と
と
も
に
、
固
定
資
産
台
帳
を

含
む
財
務
書
類
等
の
作
成
マ
ニ
ュ
ア
ル

を
作
成
し
た
上
で
、
各
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
新
た
な
基

準
に
基
づ
く
財
務
書
類
等
の
作
成
を
要

請
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
動
向
に
留
意
さ
れ
た

い
こ
と
。
 

総
合
管
理
計
画
は
、
現
時
点
に
お
い

て
は
、
固
定
資
産
台
帳
の
作
成
や
公
会
計
の
整
備
を
前
提
と

す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
公
共
施
設
等

の
維
持
管
理
・
修
繕
・
更
新
等
に
係
る
中
長
期
的
な
経
費
の

見
込
み
を
算
出
す
る
こ
と
や
、
公
共
施

設
等
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
管
理
に
関
す
る
基
本
的
な
方

針
等
を
充
実
・
精
緻
化
す
る
こ
と
に
活

用
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
将
来
的
に
は
、
固

定
資
産
台
帳
等
を
利
用
し
て
い
く
こ
と

が
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 

                                                  
i公

共
施
設
等
･
･
･
公
共
施
設
、
公
用
施
設
そ
の
他
の
当
該
地
方
公
共
団
体
が
所
有
す
る
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
を
い
う
。

具
体
的
に
は
、
い
わ
ゆ
る
ハ
コ
モ
ノ
の
他
、
道
路
・
橋
り
ょ
う
等
の
土
木
構
造
物
、
公
営
企
業
の
施
設
（
上

水
道
、
下
水
道
等
）
、
プ
ラ
ン
ト
系

施
設
（
廃
棄
物
処
理
場
、
斎
場
、
浄
水
場
、
汚
水
処
理
場
等
）
等
も
含
む

包
括
的
な
概
念
で
あ
る
。
 

i
i維

持
管
理
･
･
･
施
設
、
設
備
、
構
造
物
等
の
機
能
の
維
持
の
た
め
に
必
要
と
な
る
点
検
・
調
査
、
補
修
な
ど
を
い
う
。
 

i
i
i修

繕
･
･
･
公

共
施

設
等

を
直

す
こ

と
。

な
お

、
修

繕
を

行
っ

た
後

の
効

用
が

従
前

よ
り

大
き

い
か

小
さ

い
か

を
問

わ
な

い
。
 

i
v更

新
･
･
･
老

朽
化
等
に
伴
い
機
能
が
低
下
し
た
施
設
等
を
取
り
替
え
、
同
程
度
の
機
能
に
再
整
備
す
る
こ
と
。
 

v個
別
施
設
毎
の
長
寿
命
化
計
画
（
個
別
施
設
計
画
）
･
･
･
イ
ン
フ
ラ
長
寿
命
化
基
本
計
画
に
定
め
る
個
別
施
設
毎
の
長
寿
命

化
計
画
（
個
別
施
設
計
画
）
を
い
う
。
 

v
iP
P
P
･
･
･
P
u
b
l
i
c
 
P
r
i
v
a
t
e
 
P
a
r
t
n
e
r
s
h
i
p
の
略
。
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
民
間
が
参
画
す
る
手
法
を
幅
広
く
捉
え
た
概

念
で
、
民
間
資
本
や
民
間
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
利
用
し
、
効
率
化
や
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
目
指
す
も
の
。
 

v
i
iP
F
I
･
･
･
P
u
b
l
i
c
 F
i
n
a
n
c
e
 I
n
i
t
i
a
t
i
v
e
の
略
。
公
共
施
設
等
の
建
設
、
維
持
管
理
、
運
営
等
を
民
間
の
資
金
、
経
営
能
力

及
び
技
術
的
能
力
を
活
用
す
る
こ
と
で

、
効
率
化
や
サ
ー
ビ
ス
向
上
を
図
る
公
共
事
業
の
手
法
を
い
う
。
 

v
i
i
i予

防
保
全
型
維
持
管
理
･
･
･
損
傷
が
軽
微
で
あ
る
早
期
段
階
に
予
防
的
な
修
繕
等
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
機
能
の
保
持
・
回

復
を
図
る
管
理
手
法
を
い
う
。（
（
参
考
）
事
後
的
管
理
･
･
･
施
設
の
機
能
や
性
能
に
関
す
る
明

ら
か
な
不
都
合
が
生
じ
て
か
ら
修
繕
を
行
う
管
理
手
法
を
い
う
。
)
 

i
xト

ー
タ
ル
コ

ス
ト
･
･
･
中
長
期
に
わ
た
る
一
定
期
間
に
要
す
る
公
共
施
設
等
の
建
設
、
維
持
管
理
、
更
新
等
に
係
る
経
費
の

合
計
を
い
う
。
 

xイ
ン
フ
ラ
長
寿
命
化
計
画
（
行
動
計
画
）
･
･
･
イ
ン
フ
ラ
長
寿
命
化
基
本
計
画
に
お
い
て
定
め
る
イ
ン
フ
ラ
長
寿
命
化
計
画

（
行
動
計
画
）
を
い
う
。
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